
令和５年６月農業委員会定例会議事録 

 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

日程第 10 

日程第 11 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和５年６月２０日（火）午後１時３０分～午後２時５９分 

 

さぬき市役所３階 ３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～８号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第９～１３号） 

農地改良届について             （会長提出議案第１４～１５号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１６号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１７～２１号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第２２号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について   （会長提出議案第２３～３０号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第３１号） 

青年等就農計画の審査について        （会長提出議案第３２号） 

その他 

 

2吉原博美 3朝倉重弘 5松岡浩二 6稲田俊美 7間嶋正憲 

8大塚ノブ子 9岡村義弘 10廣瀬 徹 12十川隆行 13岩澤佳宣 

14寒川 巧 15十河道夫 16藤澤 明 17芳竹和政 

4蓮井セツ子(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長） 

 

1楠 豊 

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳係長 藤川英祐主査 

 

玉木省三副主幹 

 

三好幸信農地集積専門員 猪熊正農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内の時刻を過ぎておりますけども、全員の方がおそろいですので、た

だいまより令和５年６月農業委員会定例会を開催したらと思います。進行に

つきましては、松原会長のほうでよろしくお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。四国地方も今年は早く梅雨入り致しまして、やっと

お天気が今日、二、三日続いておりますが、まだまだ小麦等が残っておるよ

うでございますので、大変お忙しい中、本日ご出席いただきましてありがと

うございました。これからも急に暑くなると思いますので、体には気をつけ

て、農作業に励んでいただきたいと思います。 

さて、本日の議題であります各案件につきましては、円滑なご審議、ご協

力のほどお願い致しまして、簡単ではございますが、挨拶に代えさせていた

だきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認、

調査いただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

なお、本日、認定農業者の新規の案件がありまして、事前に各地区代表と

会長職務代理、私の７人で聞き取り調査を行っていますので、後ほど地区代

表者から報告致しますので、宜しくお願い致します。 

さて、本日の出席は１７名中１６名の出席ですので、農業委員会等に関す

る法律第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立すること

を宣言致します。 

では、議事録署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。１

７番 芳竹委員さん、吉原委員さんにお願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

別紙Ａ４の資料の１ページの農地法第１８条第６項に基づく通知について

をご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、３件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●

●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●●番です。解約

理由は売買のためです。 

報告第２号、３号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを行

っている農地で、貸人、●●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●

●●、●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●です。

解約理由は貸人の要望のためです。 

次、別紙Ａ４の資料２ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧ください。

これは使用貸借権を中途解約するもので、５件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●、

●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●です。

解約理由は貸人の要望のためです。 

報告第２号、３号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを行



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っている農地で、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、

●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●です。解約理由は借り手の都合

のためです。 

報告第４号、５号をご覧ください。これも農地機構を通じて貸し借りを行

っている農地で、貸人、●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●、●

●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。解約理由は借り手の都

合のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第８号を議題とし、一括上程致します。 

なお、今月の議案で、議案番号第３号は●●委員の関係議案になり除斥対

象議案になりますので、後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それではご説明させていただきます。 

まず初めに、会長提出議案第６号、２ページ目ですが、こちらの案件が取

り下げられましたので、ご報告させていただきます。よって、●●委員の関

係案件を除く今月の３条の案件は６件となりまして、面積にして１０，８７

３㎡の１４筆です。議案書１ページからでございます。 

会長提出議案第１号について、ご説明させていただきます。地区番号２、

受付年月日、令和５年６月１日。譲渡人、●●●●●●●●●、●●●●●

様、譲受人、●●●●●●●、●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●

●●●●番、台帳地目、現況地目ともに田、地積２，４９７㎡。譲渡人の申

請事由は経営の縮小、譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の

移転を伴うもので、経営面積は３８，３２５．５１㎡、受人従事数は４人で

す。資料と致しましては１ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北約６３０ｍに位置し、譲受人は

申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理も行なっております。使

用貸借権を設定して借入れした農地の所有権を取得するという申請です。 

会長提出議案第２号について、ご説明させていただきます。地区番号２、

受付年月日、令和５年６月１日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、

譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●

●番、台帳地目、現況地目はともに田、地積８５４㎡。譲渡人の申請事由は

農業廃止、譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴う

もので、経営面積は２，６６３．３６㎡、受人従事数は４人です。資料と致

しましては２ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の東約１．４kmに位置し、譲受人は

申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理も行なっております。 

会長提出議案第４号について、ご説明させていただきます。地区番号２、



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付年月日、令和５年６月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲

受人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●

●番他２筆、台帳地目、現況地目ともに畑、地積合計８０２㎡。譲渡人の申

請事由は経営縮小、譲受人の申請事由は新規就農。権利は所有権の移転を伴

うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては 4

ページとなります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の南東約４．４kmに位置し、譲受

人は申請地に隣接する住宅にお住まいで、既存の果樹を育てていくという計

画となっております。 

会長提出議案第５号について、ご説明させていただきます。地区番号５、

受付年月日、令和５年６月１日。譲渡人、●●●、●●●様、譲受人、●●

●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番他１筆、台帳地目、

現況地目ともに田、地積合計１，９１０㎡。譲渡人の申請事由は農業の廃止、

譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経

営面積は５３９㎡、受人従事数は１人です。資料と致しましては５ページと

なります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北約５１０ｍに位置しています。

譲受人は申請地から約３km離れた●●●●●●●にお住まいで、申請地の東

側のご実家や所有農地を管理されております。 

続きまして、資料２ページの会長提出議案第７号について、ご説明させて

いただきます。地区番号５、受付年月日、令和５年６月１日。譲渡人、●●

●、●●●様、譲受人、●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●

●●●●●番●他３筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計２，４６０

㎡で、譲渡人の申請事由は農業廃止、譲受人の申請事由は経営規模の拡大。

権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は●●●で７，７４６．０５㎡、

受人従事数は１人です。資料と致しましては７ページとなります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の北西約１００ｍに位置し、

譲受人の●●●の農地について、精農審査の結果、問題もございませんでし

た。許可後はアスパラガスや柑橘類を作付予定です。 

続きまして、資料の３ページ、会長提出議案第８号について、ご説明させ

ていただきます。地区番号５、受付年月日、令和５年６月１日。譲渡人、●

●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、

●●●●●●●番●他５筆、台帳地目田及び畑、現況地目田及び畑、一部宅

地となっておりますが、この部分につきましては農業用倉庫用地として農地

法の制限除外の手続きを取っています。地積については●●番●の重複して

いる面積を除き、田５，６６９㎡、畑５０３㎡の合計６，１７２㎡となりま

す。譲渡人の申請事由は労力不足、譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権

利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は４，８４７㎡、受人従事数は２

人です。資料と致しましては８ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北約１kmに位置し、譲受人は申請

地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理も行なっております。 



  

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

松岡浩二委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

岩澤佳宣委員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

十川隆行委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

十川隆行委員 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

●●地区からお願いします。 

 

会長提出議案１号、２号ですが、６月１６日に現地確認を行いました。こ

れは先ほど事務局からありましたとおりで、現在作っている方が農地を買わ

れるということで、問題はないと思います。 

続いて第４号ですが、これも地元の人に確認したんですが、現地が山の中

で、奥深いところ、場所でした。そこで●●さんが作られていた果樹を、植

わっている畑を３筆購入するということで、●●●●さんというのは若い方

です。これも特に問題ないと思います。ただ、ここ、新規就農と書かれてい

ますけど、これは下限面積がゼロになったということで、農地取得するため

にこのような新規就農というふうな表現になっているのかなと思います。案

件としては問題ないと思います。 

以上です。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

５号議案、７号議案は事務局の言うとおりでございます。別に問題なかろ

うと思われます。 

８号については、もともと●●さんが作っていた土地を、労力不足という

ことで●●さんのほうに譲るということになったようですので、これも問題

なかろうと思われます。ご審議のほど宜しくお願いします。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第３号、第６号を除く議案

第１号から第８号につきまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

ちょっと教えてください。５号議案にある農地法の適用除外、制限除外届

出について、これちょっと教えてください。知らんので教えてください。 

 

ご説明させていただきます。農地法の制限除外という、届出になるんです

けども、こちら内容と致しましては、非農地証明と同じような感じで、面積

２００㎡以内の農業用施設であれば転用の手続きまで取らんでもいいという

ような取扱いをします。非農地証明の場合は必ず分筆をして地目も変えるよ

うになるんですけど、制限除外の場合はその土地の中の何㎡の部分を農業用

施設用地として届け出ますという形になります。 

 

そうしたら、これは５０３㎡になっとるけど、要は２００㎡未満いうこと
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やな。 

 

そうなんです。この議案書の中に登記の面積しか出てこないので、５０３

㎡という全体の面積が２つ出てしもうとるんですけど、実際は宅地部分が２

００㎡未満で、それ以外の部分が畑いうことになります。 

 

実際はこれは２００㎡未満いうのは確認済みなんですね。 

 

そうです。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号、第６号を除く議案第１号から第８号につきまして

お諮りします。議案第３号、第６号を除く議案第１号から第８号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号、第６号を除く議案第１号から第８号を原案のとお

り認めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第３号の審議に入ります

ので、それでは、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、●●委員に関係する３条の案件は１件ございまして、面積にし

て１，１７５㎡の３筆です。 

それでは、ご説明致します。議案書１ページでございます。 

会長提出議案第３号についてご説明させていただきます。地区番号２、受

付年月日、令和５年６月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受

人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●番●

他２筆、台帳地目、現況地目ともに田及び畑、地積合計１，１７５㎡。譲渡

人の申請事由は経営縮小、譲受人の申請事由は新規就農。権利は所有権の移

転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は１人です。こちら新規就農

ということになっているんですが、先ほど●●委員もおっしゃっておったと

おり、今の持っている面積が０㎡であって、経営農地の拡大という表現が合

わないかと思いまして、こういうふうにさせていただいております。資料と
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致しましては３ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の南東約７８０ｍに位置しており

ます。譲受人は今月、申請地に隣接する住宅に移住をしておりまして、申請

地においては果樹や季節野菜を育てる計画となっております。譲受人が住所

を移した後、住民票を出していただいて、その確認ができ次第、新しい●●

●の住所で許可書を発行するということになっております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

６月１５日に現地確認を行いました。先ほど事務局から説明したとおりで

ございます。よろしくご審議をお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号につきましてお諮りします。議案第３号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第９号か

ら第１３号を議題とし、一括上程致します。 

なお、今月の議案で議案第１０号は●●委員の関係議案になり、除斥対象

議案になりますので後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、非農地証明願いについてご説明致します。議案書の４ページを

お開きください。今回の非農地証明案件は５件ございます。対象農地は６件

で、地積合計が１，８２３㎡です。 

それでは、●●委員関係の案件を除く個別案件についてご説明させていた

だきます。 

会長提出議案第９号、地区番号２、受付年月日、令和５年６月１日。申請



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人、●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●

番です。台帳地目田、現況地目宅地、地積４５㎡です。申請理由は、狭小農

地で耕作不能な状態であるためです。お手元の資料９ページ、１０ページを

ご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●から北西約

３００ｍに位置しております。平成２８年に相続により申請地を取得してお

ります。申請地は平成１１年度に行われた土地改良事業の際の残地で、狭小

であり耕作不能な農地であるため申請に至りました。位置図は資料９ページ、

現況写真は資料１０ページ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第１１号、地区番号４、受付年月日、令和５年６月１日。申

請人、●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●

番●他１筆です。台帳地目畑、現況地目原野、合計地積６１３㎡です。申請

理由は、平成２年頃から３０年以上耕作不能な状態が継続し、原野化したた

めです。お手元の資料１３ページ、１４ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●●●から

南西約２５０ｍに位置しております。令和元年に相続により申請地を取得し

ております。相続前は申請者の父が所有者でしたが、●●在住であり、父の

妹が管理を行っていましたが、高齢により管理が行き届かなくなり、耕作放

棄となり原野化しました。また、申請地は再生利用が困難と見込まれる荒廃

農地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図は資料１３ページ

左側、写真方向図、現況写真は資料１４ページになるのでご確認ください。 

会長提出議案第１２号、地区番号４、受付年月日、令和５年６月１日。申

請人、●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番です。

台帳地目畑、現況地目山林、地積１，１０６㎡です。申請理由は、昭和３５

年頃から６０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お手元

の資料１５ページ、１６ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●から北約１６０ｍに位置し

ております。令和３年に相続により申請地を取得しております。相続前は申

請者の夫が所有者でしたが、転勤により●●●在住となったため耕作放棄と

なり、山林化しました。また、申請地は再生利用が困難と見込まれる荒廃農

地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図は資料１５ページ、

写真方向図は資料１６ページ左側、現況写真は資料１６ページ右側になるの

でご確認ください。 

会長提出議案第１３号、地区番号５、受付年月日、令和５年６月１日。申

請人、●●●●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番

●です。台帳地目田、現況地目道路、地積１２㎡です。申請理由は、耕作道

として利用しているためです。お手元の資料１７ページ、１８ページをご覧

ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から北約７００ｍに位置

しております。昭和２３年に売買により申請地を取得しております。既存の

農道だけでは耕作地への出入りが不便であり、昭和４０年頃に農道を拡幅し
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全委員 

て利用しています。位置図は資料１７ページ、現況写真は資料１８ページ右

側になるのでご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、●●地区からお願いします。 

 

６月１５日に現地確認をしました。第９号ですが、写真を見ると木を伐採

してきれいにされているんですけど、奥行２ｍの幅二十何ｍぐらいだったと

思いますけど、それがこの岸の際から対象地になります。ついこの間までは

木がすごく生えていて、ずっと木が生えてまして、耕作放棄地になっていた

ところなんですけど、実はそこは宅地だったということで、写真の右側はず

っと宅地だったということで、これも非農地として致し方ないのではないか

なとみんなで判断しました。 

それと、第１０号ですが、これも一緒です。以上です。 

 

続きまして、●●地区代表委員、お願いします。 

 

去る６月１５日に全員で見てまいりました。１１号議案、立派な森ができ

ておりました。１２号議案のほう、これも立派な山林でした。以上です。よ

ろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員の報告をお願いします。 

 

第１３号議案、これは昭和４０年頃したと言われましたが、道になってお

ります。進入路ができておりました。別に問題ないと思われます。審議をよ

ろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１０号を除く議案第９号から

第１３号につきまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号を除く議案第９号から第１３号につきましてお諮

りします。議案第１０号を除く議案第９号から第１３号について異議ありま

せんか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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それでは、議案第１０号を除く議案第９号から第１３号を原案のとおり認

めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第１０号の審議に入りま

すので、それでは、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

●●委員さんの案件で、会長提出議案第１０号、地区番号２、受付年月日、

令和５年６月１日。申請人、●●●●●●●、●●●様、申請地、●●●●

●●●●●●●番●です。台帳地目畑、現況地目道路、地積４７㎡です。申

請理由は、耕作道として利用しているためです。お手元の資料１１ページ、

１２ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●から南東約７８０ｍに

位置しております。昭和５８年に相続により申請地を取得しております。昭

和５６年頃に農業用機械の大型化に伴い、西側の市道拡幅と同時期に耕作道

として道の拡幅をして、今回申請するものです。位置図は資料１１ページ、

写真方向図は資料１２ページ左側、現況写真は資料１２ページ右側になるの

でご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案については●●地区の関

係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

第１０号ですが、今、事務局の説明にあったとおりで、今、道路になって

おりますが、これも致し方ないと思いますので、よろしくご審議をお願いし

ます。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１０号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号につきましてお諮りします。議案第１０号につい

て異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号を原案のとおり認めることと致します。 
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議長（会長） 

 

 

退席されている●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第４ 農地改良届について、会長提出議案第１４号、第

１５号を議題とし、一括上程致します。 

なお、議案第１４号、１５号は関連した議案であり、●●委員の関係議案

になり除斥対象議案になりますので、今から審議致しますので、●●委員の

退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

それでは、事務局、説明をお願いします。 

 

それでは農地改良届についてご説明致します。議案書５ページをご覧くだ

さい。２件ございますが、関連がありますので、議案第１４号、１５号をま

とめてご説明いたします。面積にして、当該農地面積が３，２１５㎡の５筆

でございます。 

それでは、ご説明します。会長提出議案第１４号、地区番号３、受付年月

日が令和５年６月１日。申請人は●●●●●、●●●●様、申請地、●●●

●●●●●●●番他２筆です。台帳地目、現況地目ともに畑、地積合計は４，

５００㎡のうち１，４８０㎡。農地改良後の地目は畑です。 

会長提出議案第１５号、地区番号３、受付年月日、令和５年６月１日。申

請人、●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●

他１筆です。台帳地目、現況地目ともに畑、地積合計は１，７３５㎡。農地

改良後の地目は畑です。 

改良後、現在と同じブドウ栽培を予定しています。なお、工事のほうの着

完予定年月日でございますが、本年の７月１５日から本年の１２月２０日を

予定しております。切土による農地改良でございます。備考欄のほうでござ

いますが、切土を最大２．１５ｍで予定しております。お手元の資料１９ペ

ージから２０ページをご覧いただきたいと思います。 

概要を申し上げますと、申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●

から南西へ約５６０ｍに位置しております。現在の状態では耕作が不便であ

り、農地の高さを県道まで下げる計画となっております。なお、資料を精査

致しますと、隣接農地の関係者の同意並びに地元水利組合及び土地改良区の

同意も得られている状況でございます。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案については●●地区の関

係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 
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議長（会長） 

 

 

第１４号、１５号、関連しております。１９ページの地図を見ていただい

たら分かりますけど、茶色に塗った部分が県道です。県道の北に●●さんと

ころの赤い朱線のブドウ畑があります。この県道と●●さんのブドウ畑の境

が分からんのですと。県道はブロックが付いて。その境をはっきりさせるた

めに、この泥を切るそうです。それを兼ねて土地改良するそうです。 

この下の●●さんという人は、お父さん、おじいさんが●●においでて、

ブドウを作っていたそうです。ずっと代々、●●●●さんという人が今受け

継いでいるんですけど、●●に住んでおります。ただ、名義上これを相続し

たそうです。作っているのは●●さんだそうです。それはもうちゃんと意見

が合うて、話合いでそうなっとると聞きましたので。お願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１４号、１５号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

お聞きします。今の土地は●●へ行くトンネルのそばかいな。 

 

そうです。 

 

そうやな。あのトンネルのすぐ手前の右側やな。 

 

そうです。 

 

ちょっと高くなっていて、西へ向かって高くなってるわな。分かりました。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、ないようですので、議案第１４号、１５号につきましてお諮り

します。議案第１４号、１５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１４号、１５号を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

日程第５ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案第１６

号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 
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議長（会長） 

 

 

 

今月の４条の案件は１件ございまして、面積にして３５０㎡の１筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書６ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第１６号、地区番号５、受付年月日、令和５年６月１日。申

請人、●●●●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●、

台帳地目田、現況地目宅地、地積３５０㎡。転用目的、既存宅地の拡張、工

事着完予定年月日、昭和４２年１月１日から昭和４２年１２月３１日。農地

区分は第２種農地。無断転用是正の申請で、併せ利用地があります。資料と

致しましては２１から２２ページで、位置図を２１ページの左側に掲載して

おります。なお、２２ページにつきましては、排水計画や断面図の追記があ

りましたので、こちらは別紙でＡ３用紙でお配りしている事業計画図と差し

替えをお願いします。 

それでは、申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●の北

約７００ｍに位置し、隣接については、田、宅地及び道路、水路に接してお

ります。このたび既に宅地として利用している申請地の無断転用が判明し、

是正するため転用申請がありました。なお、地元土地改良区をはじめ、水利

組合の同意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示している

ことなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

第１６号議案ですが、これは昭和４２年から無断転用になっておった土地

でして、事務局の言うとおりでした。本人も反省しているということなので、

別に問題はないと思います。ご審議のほうよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１６号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１６号につきましてお諮りします。議案第１６号につい

て異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１６号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致

します。 

続きまして、日程第６ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１７号から第２１号を議題とし、一括上程致します。 
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それでは、事務局より説明を求めます。 

 

まず初めに、会長提出議案第２０号なんですが、こちらが取り下げられま

したので、ご報告します。つきましては、今回の５条の案件は４件ございま

して、面積にして６，５２５㎡の１５筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書７ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第１７号、地区番号３、受付年月日、令和５年６月１日。譲

渡人、●●●●、●●●様、譲受人、●●、●●●●●●●●●●●様。申

請地、●●●●●●●●●●番●他１筆。台帳地目、現況地目ともに田、地

積合計１，１３３㎡。転用目的、宅地分譲。工事着完予定年月日、ここ令和

６年８月１日からとなっているんですが、令和５年８月１日からの間違いで

した。訂正させていただきます。完了予定は令和７年４月３０日です。権利

は所有権移転売買、農地区分、第３種農地、用途区分、第一種住居地域。資

料といたしましては２３から２４ページで、位置図を２３ページ左側に掲載

しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

東約２７０ｍに位置し、隣接については、田、宅地及び道路に接しておりま

す。申請者は不動産業を営む法人であり、宅地分譲に適した土地を探してい

たところ、農地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致し、転用申請

に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ておりま

す。 

会長提出議案第１８号、地区番号３、受付年月日、令和５年６月１日。譲

渡人、●●●●、●●●様、譲受人、●●●●、●●●●●●●様。申請地、

●●●●●●●●●番●、台帳地目田、現況地目宅地、地積６１㎡。転用目

的は事業用倉庫用地。工事着完予定年月日は昭和５６年３月３１日から昭和

５６年７月１日。権利は使用貸借権の設定で、農地区分、第２種農地。無断

転用是正の申請で、併せ利用地があります。資料と致しましては２５から２

６ページで、位置図を２５ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●の東約６５０ｍ

に位置し、隣接については、宅地及び雑種地に接しております。申請者は土

木建築業を営む法人であり、このたび既に事業用倉庫用地として利用してい

る申請地の無断転用が判明したため、是正するために転用申請がありました。

なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始

末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと

考えております。 

次に、会長提出議案第１９号、地区番号４、受付年月日、令和５年６月１

日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●、●●●●

様。申請地、●●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに

田、地積３６２㎡。転用目的は分家住宅。工事着完予定年月日は令和５年８

月１日から令和５年１２月３１日。権利は使用貸借権の設定で、農地区分、
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第２種農地。資料と致しましては２７から２８ページで、位置図を２７ペー

ジの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●の西約２５

０ｍに位置し、隣接については、田、宅地及び道路に接しております。譲受

人は譲渡人の息子で、現在借家に居住しておりますが、来年子供が小学校に

入学することもあり、学校や実家に近い当該申請地に居宅を新築するため申

請に至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

会長提出議案第２１号、地区番号５、受付年月日、令和５年６月１日。譲

渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●●●、●●

●●様。申請地、●●●●●●番●他１０筆、台帳地目田、現況地目田及び

雑種地、地積合計４，９６９㎡。転用目的、太陽光発電設備、工事着完予定

年月日、令和５年８月１日から令和５年１１月３０日。権利、賃借権設定、

農地区分は第２種農地で、一部無断転用の是正を伴う申請で、併せ利用地が

あります。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●の南東約５５０

ｍに位置し、隣接については、山林及び道路、水路に接しております。申請

者は太陽光発電設備用地に適した土地を探していたところ、農地の管理に困

っていた土地所有者との意向が合致し、転用申請に及んだものです。地元土

地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ており、また、無断転用部分につい

ては始末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得

ないと考えております。先月、取り込んでしまっている道路や水路について

の手続きが取れてないんじゃないかということで保留になった案件ですが、

こちらは譲受人が占用許可の手続きを取って、併せ利用地に含まれることに

なりましたので、よろしくお願いします。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区からお願いします。 

 

１７号についてお知らせします。これは住宅用地ですけど、南側に●●●

●●があって、道路との間に挟まれて、田を作るにも水路関係が全然水が来

ない場合もあるということなので、もうここ何年も耕作放棄地になっていま

した。そういうことで、今回探していたら、業者との話がまとまったという

ことで、ただ、排水面で少し問題があるなとは思うんですけど、それ以外は

どうもないので、審議のほうをよろしくお願いします。 

 

第１８号の議案説明、ご報告致します。私たち６月１７日に現地確認を行

いました。そうしたら、●さんの奥さんがちょうど出ておいでて、倉庫の説

明をしていただきました。倉庫はお父さんの代に建てたそうです。今回それ

が無断転用だったということで、この書類を提出したそうです。あとは事務
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局の説明のとおりです。よろしくご審議をお願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 

 

１９号ですけど、先ほど事務局から説明したとおりでございます。問題な

かろうと思いますが、よろしくご審議をお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

２１号議案ですが、前回の問題が解決したので、事務局の言うとおり、こ

れは問題なかろうと思われますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２０号を除く議案第１７号か

ら第２１号につきまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２０号を除く議案第１７号から第２１号につきましてお

諮りします。議案第２０号を除く議案第１７号から第２１号について異議あ

りませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２０号を除く議案第１７号から第２１号を原案のとおり

認めることとし、香川県へ進達致します。 

続きまして、日程第７ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第２２号を上程致します。 

なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１２番、１

３番が●●委員さん、１４番、１５番が●●委員さん、５１番、５２番が●

●委員さん、５６番が●●委員の関係議案になり除斥対象議案になりますの

で、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第２２号について、ご説明いたします。農地の貸借について

の説明で、議案書９ページから１２ページとなります。 

個人７件、法人２件、中間管理機構２６件の合計３５件となっております。

３５件のうち新規３０件、再設定５件となっております。 

３５件のうち賃借権６件、使用貸借権２９件となっております。賃借権の

内訳としまして、９０，１９９円が１件、５，０００円が１件、３，０００

円が１件、２，０００円が１件、１，５００円が１件、１，０００円が１件

となっております。 
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期間は、１０年６件、６年２０件、５年５件、３年７か月１件、３年２件、

２年１件となっております。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の委員さん案件を除い

た６１件についてご説明致します。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人３９件、法人２２件となっております。設定する権利等の

種類は、賃借権１０件、使用貸借権５１件となっております。期間は、１０

年９件、６年５０件、３年７か月２件となっております。利用内容は、水稲、

麦、野菜、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案件

も多いので、一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑等ある場合は整

理番号指定の上、ご発言を願います。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１２番、１３番、１４

番、１５番、５１番、５２番、５６番を除く議案第２２号について原案のと

おり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１２番、１３番、１４

番、１５番、５１番、５２番、５６番を除く議案第２２号について原案のと

おり認めることと致します。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表で、●●委員の関係議

案である１２番、１３番、●●委員の関係議案である１４番、１５番、●●

委員の関係議案である５１番、５２番、●●委員の関係議案である５６番の

審議に入ります。 

それでは、●●委員、●●委員、●●委員、●●員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員、●●員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は７件

で、賃借権１件、使用貸借権６件となっております。 

期間は１０年４件、６年１件、５年２件となっております。利用内容につ

いては、水稲、麦、野菜、果樹、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 
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説明が終わりました。質疑等ありませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●委員、●●委員の再入場を認め

ます。 

 

（●●委員、●●員、●●員、●●委員 退席） 

 

続きまして、日程第８ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長

提出議案第２４号から第３０号までを一括上程致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

今回の農業振興地域整備計画変更の答申は、農用地域からの除外で８件あ

ります。 

それでは、個別案件を説明いたします。議案書１３ページをご覧ください。 

会長提出議案第２３号、申請人、●●●●、●●●●●様、申請地、●●

●●●●●●●●番です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張でございます。

申請の位置でございますが、資料３４ページをご覧ください。●●●●●●

●●●●●●から北西約６００ｍに位置しております。 

会長提出議案第２４号、申請人、●●●●●●●、●●●●●様、申請地、

●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は進入路でございます。申請

の位置でございますが、資料３７ページをご覧ください。●●●●から南西

約２５０ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第２５号、譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。除外

後の用途は資材置場です。申請の位置でございますが、資料５５ページの左

側をご覧ください。●●●●●●●●●●から北東約５３０ｍのところに位

置しております。 

会長提出議案第２６号、譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●

です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張です。申請の位置でございますが、

資料４２ページ左側をご覧ください。●●●●●●●●●●から北西約４３

０ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第２７号、譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。除
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外後の用途は分家住宅です。申請の位置でございますが、資料４４ページ左

側をご覧ください。●●●●●●●●●●から西約９８０ｍのところに位置

しております。 

会長提出議案第２８号、申請人、●●●●●●●、●●●●様、申請地、

●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張です。

申請の位置でございますが、資料４６ページ左側をご覧ください。●●●●

●●●●●●から北東約３００ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第２９号、申請人、●●●●●●●、●●●●様、申請地、

●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は農業用倉庫です。申請の

位置でございますが、資料４８ページ左側をご覧ください。●●●●●●●

●●●から北東約４００ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第３０号、譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番です。除

外後の用途は分家住宅です。申請の位置でございますが、資料５０ページ左

側をご覧ください。●●●●●●●から北約６００ｍのところに位置してお

ります。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区からお願いします。 

 

第２３号の議案についてご報告致します。私たち６月１７日に現地確認を

行いました。それで●●さんから、農家住宅の宅地拡張ということで工事を

したのですが、これが無断転用だと分かり、この書類を提出したそうです。

よろしくご審議いただきたいと思います。お願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

２４号、２５号、２６号、去る１５日にみんなで見てまいりました。 

２４号、●●さんの宅地のほうですけども、進入路です。両翼の進入路を

ここから導きたいということです。別に仕方ないでしょうということです。 

２５号議案の●●●●さんのほうは、●●●●●の入り口の横ですけども、

これを資材置場に変更するということです。 

２６号議案のやつも、これも仕方ないというか、ええんじゃなかろうかと

いうことになりました。よろしく審議してください。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

第２７号、３０号については分家住宅ということで、異議がなかろうとい
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うことになりました。 

２８号、２９号ですが、２８号については、３か月前に申請があったぐる

りの土地を、砂利置いてしよったんですが、ブロック付いて、それは農地の

まま置いとくいうのをちょっと待ってくれと。３か月待ってもらいまして、

このたび申請に至りました。 

２９号ですが、これは倉庫の北側に、屋根を出しとる下側にコンクリで家

根の下を固めとったのを、そこがそのまま農地になっておりましたので、こ

れを解消するために申請してもらいました。 

以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２３号から第３０号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２３号から第３０号につきましてお諮りします。議案第

２３号から第３０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２３号から第３０号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

続きまして、日程第９ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案

第３１号を議題と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第３１号についてご説明させていただきます。今回、申請者

が●●●●さん。住所が●●●●●●●●●●●番地、生年月日が昭和●●

年●●月●日生まれの●●歳です。 

経営改善計画を参照してください。現在、水稲主食米とナバナ、小麦を生

産しています。農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）

の生産につきまして、水稲は現在面積が３５０ａで生産量が１５，７５０kg

ですが、５年後は面積４００ａ、生産量１８，０００㎏に増やします。ナバ

ナは現在面積が５ａで生産量２００㎏ですが、５年後も変更はありません。

小麦は現在面積が３５０ａで生産量１４，０００㎏ですが、５年後は面積６

００ａの生産量２５，２００㎏に増やします。小麦（二毛作）は現在生産し

ておりませんが、５年後までに面積２５０ａの生産量１９，５００㎏を目指

します。 

（２）の農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業としまして、水稲

作業受託が現状５０万円ですが、こちらは５年後も変更はありません。 

（３）の農用地及び農業生産施設につきまして、アの農用地で所有地の田
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

が現状１１６ａですが、５年後も変更ありません。借入地につきましては、

田が現状６５２ａですが、５年後までに９２０ａまで増やします。麦作に適

した農地を農地機構等を利用して借入し、規模拡大を図ります。農地の集約

化・団地化等を行い、作業効率を高めることにより労働負担の軽減を図って

いきます。現状の年間所得２０１万円のところ、５年後４０６万円を目指し

ます。 

経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についてのご審

議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましては●●地区の関係案件

ですので、地区代表委員からの補足事項等がありましたら、報告をお願い致

します。 

 

●●さんですが、●●さんは今も農業をやられておりまして、定年後、農

業を始めまして、今、推進委員を務められております。別に異常なかろうと

思いますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３１号について質疑等があり

ましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第３１号についてお諮

りします。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３１号について原案のとおり承認することと致します。 

続きまして、日程第１０ 青年等就農計画の審査について、会長提出議案

第３２号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第３２号ですが、先ほど隣の部屋で面接をしていただきまし

た。申請者の方が●●●●さん。住所が●●●●●●●●●●番地●、生年

月日が平成●年●月●●日生まれの●●歳の方です。 

青年就農計画を参照してください。農業経営開始日は令和５年７月１日を

予定しております。目標とする営農類型は、露地野菜で有機栽培を計画して

おります。 

●さんは令和３年８月から現在まで●●の●●●●●●で有機農業の研修

を受けております。農業経営の規模に関する目標としまして、●●地区で４
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０ａの農地を借入れし、キャベツ、ニンニク、ジャガイモ、ニンジン、トウ

ガラシ、タマネギをメインで栽培します。５年後までに７０ａに増やす予定

です。 

農業経営の構想としましては、少量多品目の無農薬、無化学肥料での栽培

を軸に、●●●●●●での活動を活かし、農業所得の向上を目指します。年

間農業所得の現状は１５万円ですが、５年後の令和１０年度には２４６万円

を目指します。 

●さんは●●●●へ移住され、●●地区で新たに有機農業に取り組み、将

来的には栽培した野菜を利用して飲食店を開きたいそうです。ご審議よろし

くお願いします。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

第３２号議案についてご報告致します。●●●●さんは●●歳です。独身

です。大変好感の持てる青年でした。今は●●に住んでいるそうです。●●

に家を買って、お母様、お姉さん、自分と３人で生活しているそうです。●

●●●●●の●●さんのもとで有機栽培の野菜作りを研修しております。大

変努力家と私は認めたのですが、好感の持てる青年でした。よろしくお願い

致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３２号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３２号につきましてお諮りします。議案第３２号につい

て異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３２号を原案のとおり認めることと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第１１ その他で、事務局あ

りませんか。 

 

そうしたら、事務局から。先ほどお配りしています経営改善計画の資料に

つきましては後で回収しますので、机の上に置いておいていただいたらと思

います。 

それから、先月提出いただいた令和５年度の農地等の利用の最適化の推進

に関する改善意見について、取りまとめましたので報告をさせていただきま
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す。 

まず、１点目の、農地等の利用の最適化推進強化に関する事項ということ

でご意見を頂いておりまして、３項目ほど頂いております。内容については、

農業従事者の高齢化ですとか人口の減少、また、米価の安くなっているとい

うことに関しましてご意見を頂いております。 

続いて、担い手への農地利用の集積・集約化に関する事項ということで、

２項目頂いております。 

続いて、遊休農地の発生防止・解消に関する事項ということで７項目ほど

頂いておりまして、内容については、遊休農地が拡大をしているということ

で、取り組んでいかなければならないとか、あと、鳥獣害対策についての補

助金に関することとかについてご意見を頂いております。 

続いて、４つ目が、新規参入の促進に関する事項ということで３項目ほど

頂いております。 

以上、この項目につきましてはさらに集約させていただいて、農業会議の

ほうに報告させていただいて、農業会議から香川県のほうへ要望するような

流れになりますので、ご報告致します。 

続いて、次回の定例会ですけども、ちょっと日付が変わりまして、７月１

３日木曜日午後１時半から、本庁３階３０１・３０２、こちらの部屋で開催

しますので、また予定のほうをよろしくお願いしたらと思います。 

続いて、農林水産課のほうから説明があるようなので、お願いします。 

 

お手元に２枚物の資料というものと、農業経営基盤強化の促進に関する基

本的な構想、新旧対照表というのをお配りしているかと思いますが、この場

をお借りしまして説明させていただきます。 

このたび農業経営基盤強化促進法の一部改正及び香川県農業経営基盤強化

促進基本方針の変更に伴い、さぬき市の農業経営基盤の強化の促進に関する

基本的な構想を変更することになりました。そこで、お手元の資料と新旧対

照表により説明させていただきます。 

主な変更内容としまして、資料の①農業を担う者の確保及び育成に関する

事項が追加になります。新旧対照表の２２ページをご覧ください。新旧対照

表という、ちょっと厚いやつの２２ページで、左側に朱書きしている文言が

あると思いますが、右側は旧の構想で左側が改定になるほうの内容になって

います。 

内容としましては、本市において今後の農業を担う者の確保及び育成の考

え方を記載しております。その際に、市が主体的に行う取組や関係機関との

連携、役割分担の考え方、就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確

保・育成のための情報収集、相互提供についての内容を追加しております。

内容についてはこちらを見ていただいたらと思います。 

次に、変更内容②としまして、第１８条第１項の協議の場の設置方法、第

１９条第１項に規定する地域計画の区域の基準その他第４条第３項第１号に

掲げる事業に関する事項が追加になります。こちらは同じく新旧対照表の２



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

７ページをご覧ください。左の下のほうに新たに書かれているものが今回追

加となります。 

内容としましては、農業経営基盤強化促進法第１９条で「農用地の効率的

かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となった農業上の利用が行わ

れる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画（以下、

地域計画という。）を定めるものとする」となり、これが令和２年度にご協議

いただいてつくった人・農地プラン、これを基に令和７年３月末、令和６年

度末までに、新たに地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を

明確化する地域計画を定めることとなりましたので、その際の協議の場の設

置方法と地域計画の区域の基準について新規に追加させていただいておりま

す。 

以上、基本構想の変更につきましての説明を終わります。なお、参考資料

として農業経営基盤強化促進法第６条、１８条、１９条を記載しております

ので、ご確認いただいたらと思います。 

それから、続きまして、先ほどの説明の中で、法改正により地域計画を令

和７年３月３１日までに策定しなければならなくなったと説明させていただ

きましたが、これが令和２年度の人・農地プランの際と同じく、市内１３地

区での計画策定を検討しております。本計画は前回と大幅に変更になってい

る点が、目標図面に１０年後の農用地の利用者を記載しないといけないとい

うところが大きい変更点になります。 

一筆調査の情報を参考に目標地図作成に向けての話合いをしながら、計画

を作成していくことになります。農業委員の皆様及び推進委員の皆様には今

年来年においてまたご協力をお願いするようになりますので、よろしくお願

いします。 

なお、１３地区の中でモデル地区として●●地区を先行して進めさせてい

ただけたらと思っておりますので、お忙しいと思いますが、よろしくお願い

します。 

以上です。 

 

以上をもちまして、令和５年６月農業委員会定例会を閉会致します。慎重

なるご審議ありがとうございました。 

 

（ ２時５９分閉会） 

 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 



  

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地改良届について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・青年等就農計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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